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第７６７回三沢市農業委員会総会議事録                             

 

１．開会の日時  令和２年１０月１２日     午後  １３時３０分 

２．閉会の日時  令和２年１０月１２日     午後  １４時３０分 

３．開催の場所  三沢市役所 本館４階 大会議室 

 

４．出席した委員の番号及び氏名 

    １ 佐々木 和枝    ２ 立崎 京子         ４ 川嶋 敏明     

５ 一戸 実        ６ 門上 牧夫      ７ 新堂 政登        

８ 千葉 準一      ９ 中村 均       １０ 北澤 邦彦    

１１ 浦田 秀人     １２ 種市 廣        １３ 宮古 久光      

１４ 古田 武信     １５ 赤沼 成人     １６ 葛巻 広行                         

  １７ 沼山 英明        ２０ 駒澤 一広 

 

 

５．欠席した委員の番号及び氏名 

 ３ 月館 啓三          １８ 田面木 優       １９ 月舘 操            

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

   ○ 参  与・・・局  長  立崎 裕輔 

次  長  蛯名 剛 

            係  長  小比類巻 浩 

主  事  阿部 有里子  

○ 会議書記・・・主  事  織笠 康平 

 

 

７．議 案 

  議案第１号 農用地利用集積計画の作成に係る要請について 

  議案第２号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

  議案第３号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第６号 農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定について 
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議事の概要 

 

事務局    ただ今より、令和２年１０月１日に招集通知をいたしました、三沢市

農業委員会、第７６７回総会を開会いたします。 

本日出席の委員数は１３名で、一名の欠席になっておりますが、三沢

市農業委員会会議規則第８条の規定により、本日の会議は成立いたし

ますことをご報告いたします。なお、欠席になるのは、月館 啓三      

委員でございます。また、推進委員につきましては、３名の出席で、

月舘 操 推進委員、田面木 優 推進委員が欠席となっております。

それでは、お手元の次第に基づいて進めさせていただきます。始めに、

新堂会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長   委員の皆様には御多忙のところ、第７６７回総会に御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。１０月に入りましてめっきり涼しくなり、

夜間から早朝は肌寒くなるなど、秋本番といった気候になってきました

が、コロナ対策に加えインフルエンザ予防にも気をつけるよう叫ばれる

ようになってきました。そのような中にあって、先月には、委員の皆様

に農地パトロールを実施いただき、大変ご苦労様でした。今後は、その

状況調査結果に基づきまして、遊休農地所有者に対し、意向確認調査書

を送付する予定であり、その取りまとめ成果を当市の農地利用最適化に

向けて生かしていくものであります。国においては菅(すが)内閣が船出

したなか、新型コロナウイルス感染症による経済的影響を緩和するため、

Go(ゴー) To(トゥー)トラベル事業の全面実施や Go(ゴー) To(トゥー)

イート事業も始まるなど、農畜水産物の消費回復にもつながるよう期待

が寄せられております。委員の皆様はじめ地域農業者の方々には、農畜

産物生産者としての立場からも、このような支援制度の動きにも注目し

ながら、地域農業の持続発展につなげていただければと思っております

ので、今後ともご尽力のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単では

ございますが挨拶に代えさせていただきます。 

 

事務局   ありがとうございました。それでは三沢市農業委員会会議規則第５条に

規定により、議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議

事の進行は新堂会長にお願いいたします。 
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会 長    それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務めさせて 

いただきます。 

 

議 長    議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 

 

異  議  な  し 

  

議 長   ご異議なしと認め 

９番 中村 均  委員 ・１０番 北澤 邦彦  委員  

を指名いたします。 

参与・書記には、参事兼事務局長ほか職員を任命いたします。 

次に会期の決定を行います。  

お諮りいたします。総会の会期は本日一日限りとすることに、 

ご異議ございませんか。 

          

異  議  な  し 

 

議 長    ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いたします。 

       議案審議に入る前に、報告事項がありますので参事兼事務局長から報告

願います。 

 

局 長   それでは、２ページをお開き願います。 

 

報告第 1号のうち、初めに９月１１日から１０月１２日までに行いまし

た主な業務についてご報告いたします。 

９月２５日に、青森市で開催されました、令和２年度農業者年金加入推

進特別研修会に、会長、職務代理者のほか、事務局から阿部主事、織笠

主事が出席しております。 

  １０月７日に、第７６７回総会の議案検討会を開催しております。 

本日（１０月１２日）、第７６７回総会を開催しております。 

 

次に、９月の事務処理状況についてご報告いたします。 

３条、権利の移転につきましては、市の関係が１件の５,５０８平米で、 

他市町村の関係が１件の１万３,１４７平米でした。 

３条の３第 1項、相続の届出は４件で、５万８,６３６平米でした。 

転用につきましては、５条の案件が２件の２,２９９平米でした。 

貸借の解約は４件で、４万２,２２５平米でした。 

内容につきましては、報告第２号で説明させていただきます。 
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特定農地貸付は案件がありませんでした。 

以上、ここまでの合計は１２件で、１２万１,８１５平米となっており

ます。 

次にあっせん委員会は案件がありませんでした。 

利用権設定等促進事業の利用権設定が１件で、田が３万３,８２８平米、 

畑が２万５,２２４平米でした。  

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が７件で、田が１万７,

５６９平米でした。 

適格者等証明、現地調査につきましては案件がありませんでした。 

土地の開墾届は６件で、内容につきましては、報告第４号で説明させて

いただきます。 

非農地証明につきましては、案件がありませんでした。 

続きまして、１０月１３日から１１月１０日までの主な業務計画につい

てご説明いたします。 

            １０月１５日に、十和田市で開催予定の、令和２年度第２回上十三地区

農業委員会連絡協議会会長・事務局長会議に、会長及び私が出席予定と

なっております。 

           １０月３０日に、青森市で開催予定の、青森県農業会議第５５回常設審

議委員会に、事務局から次長の出席を予定しております。 

            １１月５日に、第７６８回総会の議案検討会を予定しております。 

            １１月１０日に、第７６８回総会を予定しております。 

 

次に、３ページをお開き願います。 

 

報告第２号、農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いたします。 

番号１は、字戸崎の畑１０筆３万１,２８４平米で、借り人を変更する

ため双方合意の上、解約を行ったものであり、番号２は、字庭構の田 

１筆５,０２７平米で、中間管理に移行するための解約、番号３は、字庭

構の田１筆１,９５９平米で、番号４は、字庭構の畑２筆３,９５５平米

で、いずれも借り人を変更するため双方合意の上、解約を行ったもので

す。なお、解約前の契約内容は表に記載のとおりでございます。 

 

次に４ページをお開き願います。 

 

報告第３号 農地貸借の解約取り消しに係る通知についてご説明いた

します。 
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記載のとおり、農地貸借の解約取り消しに係る通知があり、字淋代平の

田１筆２,９２７平米については、所有者変更後も耕作者が引き続き耕

作するため、貸借の解約が取り消しとなったものであります。 

 

次に５ページをお開き願います。 

 

報告第４号、土地の開墾についてご説明いたします。 

番号１から６までの各土地所有者から、地目が山林となっている 

計８筆の土地をそれぞれ開墾したとの届出があり、９月２９日に月館委

員、中村委員、葛巻推進委員が調査を行った結果、樹木等は見受けられ

ず、農地として利用されていることから、現況を畑として農地台帳に登

載したものであります。私からの報告は以上でございます。 

 

議 長   それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言は三沢市農

業委員会会議規則第９条の規定により、議長の許可を受けてから発言す

ることになっておりますのでご協力願います。 

 

議 長    議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請についてを議題とし

ます。 

番号１から５の審議にあたり、農業委員会等に 関する法律第３１条第

１項の規定による 議事参与の制限に、私こと７番 新堂政登が該当し

ますので、ここで、一旦議長を８番 千葉準一会長職務代理者と交代し、

私自身は、審議が終了するまでの間、一時退席させていただきます。 

 

＜新堂会長一時退席＞ 

 

職 代   議長の新堂会長が一時退席されましたので、代わって、しばしの間、議

長を務めさせていただきます。議案第１号 番号１から５について 

事務局より説明願います。 

 

事務局   議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について、ご説明い

たします。 

利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は１５７件です。今回は

件数が多いため、詳細な説明は省略させていただきます。 
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利用権の設定について番号１から５、庭構と淋代平の田と畑、合計１

２筆、４３，０６４㎡、賃貸借権を２０年間の設定です。以上です。 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

  

議 長    質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号番号１から５は、原

案のとおり、三沢市長に対し要請いたします。審審が終了しましたの

で、７番新堂 政登会長の出席を認め、再度、議長を交代いたします。 

 

議 長    それでは再び議長を務めさせていただきます。番号６の審議にあたり、

議事参与の制限に、１１番 浦田秀人委員が該当しますので、審議が

終了するまで 一時退席願います。 

   

＜浦田委員一時退席＞ 

 

議 長    それでは事務局より説明願います。 

 

事務局    番号６、庭構の畑４筆５，７８６㎡、賃貸借権を１０年間の設定です。

以上です。 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長    質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号番号６は、原案のと

おり、三沢市長に対し要請いたします。審議が終了しましたので、１

１番浦田秀人 委員の出席を認めます。 

 

議 長    続いて、番号７の審議にあたり、議事参与の制限に、２番立崎京子 委

員が該当しますので、審議が終了するまで 一時退席願います。 

            

＜立崎委員一時退席＞ 
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議 長    事務局より説明願います。 

 

事務局    番号７、庭構の畑 1 筆、１，０２８㎡、賃貸借権を２０年間の設定

です。 

 

議 長    質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号番号７は、原案の

とおり、三沢市長に対し要請いたします。審議が終了しましたので、

２番立崎京子 委員の出席を認めます。 

 

議 長    続いて、番号８から１５６までの審議に入ります。事務局より説明

願います。 

 

事務局    番号８から１５６、庭構地区から南山地区までの全域に渡り、田と

畑の賃貸借権、及び使用貸借権設定です。 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長    質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号番号８から１５６

は、原案のとおり、三沢市長に対し要請いたします。 

 

議 長    続いて、番号１５７の審議に入ります。事務局より説明願います。 

 

事務局    所有権の移転について番号１５７、谷地頭４丁目の畑 1 筆、１２，

７１３㎡を基盤法の売買による所有権移転です。価格は１０aあたり

６０万円、総額で７６２万８千円になります。場所は道の駅みさわ

から北に約３００ｍにあります。現地確認につきましては月館啓三

委員、中村委員、葛巻推進委員同行のもと、完了しています。以上

です。 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

 



8 

 

議 長    質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号番号１５７は、原

案のとおり、三沢市長に対し要請いたします。 

 

議 長    次に議案第２号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決

定についてを議題とします。番号１の審議にあたり、議事参与の制

限に、１番佐々木和枝 委員が該当しますので、審議が終了するま

で 一時退席願います。 

 

＜佐々木委員一時退席＞ 

 

議 長    事務局より説明願います。 

 

事務局    それでは１６ページをお開き願います。 

 

議案第２号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定に

ついてご説明いたします。今回は件数が多いため、詳細な説明は省

略させていただきます。 

番号１、淋代平の田１筆、４，０１７㎡を賃貸借権設定で、場所は

堀口地区です。現地確認については月館委員、中村委員、葛巻委員

同行のもと、確認済みです。以上です。 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号番号１は、原案の

とおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。審議が終了しまし

たので、１番佐々木和枝 委員の出席を認めます。 

 

議 長    続いて、番号２から１５までの審議に入ります。事務局より説明願

います。 

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 
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議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号番号２から１５は、

原案のとおり、許可することに決定いたします。 

 

議 長     次に、議案第３号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会

の許可についてを議題とします。番号１の審議にあたり、議事参与

の制限に、６番門上牧夫 委員が該当しますので、審議が終了する

まで、一時退席願います。 

 

＜門上委員一時退席＞ 

 

議 長     事務局より説明願います。 

 

事務局     それでは１７ページをお開き願います。 

 

議案第３号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可

について、ご説明いたします。資料と併せてごらんください。今回

の案件は５２件です。今回は件数が多いため詳細の説明は省略させ

ていただきます。 

番号１、三川目４丁目、流平の田畑２筆 ４，３３２㎡を１０年間

の賃貸借権設定の申請です。 

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号番号１は、原案の

とおり、許可することに決定いたします。審議が終了しましたので、 

        ６番門上牧夫 委員の出席を認めます。 

 

議 長     続いて、番号２から５２までの審議に入ります。事務局より説明願

います。 

 

事務局     番号２から８、三川目２丁目、４丁目、流平、水筒、前平の田畑１

６筆 ４３，９７２㎡を１０年間の賃貸借権設定の申請です。 

番号９から１４、淋代平、下野、の畑７筆 ２１，５６０㎡を１０

年間の賃貸借権設定の申請です。 
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番号１５から１６、早稲田、庭構の畑３筆 １１，０４０㎡を１０

年間の賃貸借権設定の申請です。 

番号１７から１８ 淋代平の田畑４筆 １４，６５４㎡を１０年間

の賃貸借権設定の申請です。 

番号１９から２０ 流平の田３筆 ３，７９３㎡を１０年間の賃貸

借権設定の申請です。 

番号２１から４６、織笠１丁目、谷地頭１丁目、庭構、天ケ森、大

津、鹿中２丁目、水筒、淋代平、戸崎、流平、前平の田畑１０２筆 

２６２，５８１㎡を１０年間の賃貸借権設定の申請です。 

番号４７から５１、流平、大津１丁目、大津の田畑１０筆 ５８，

３９５㎡を１０年間の賃貸借権設定の申請です。 

番号５２、堀口の田４筆 ５，８５４㎡を親子間の贈与による所有

権移転の申請です。 

譲受人を審査した結果、耕作面積は９３，９５６㎡すべて耕作され

ており、労働力については、申請者を含め３名です。 

場所は、スーパードラッグあさひ堀口店から北に１５０ｍ、東に２

５０ｍ、ユニバース堀口店から北東に１００ｍ、１５０ｍの場所で

す。いずれも周辺農地への影響はないと思われます。現地確認は 

中村委員、月館委員、葛巻推進委員、同行のもと完了しています。 

以上です 

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第号番号２から５２は、 

原案のとおり、許可することに決定いたします。 

 

議 長     次に、議案第４号農地法 第４条第１項の規定に基づく農地転用許

可に係る意見についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

事務局     それでは２２ページをお開きください。 

 

議案第４号、農地法第４条第１項の規定に基づく農地転用許可に係

る意見についてをご説明いたします。 
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        案件は１件です。議案第４号資料①～③と合わせてご覧ください。 

番号１、申請人は、三沢市大字三沢字園沢の養豚業を営む法人です。

対象となる土地は、字庭構の畑、２筆、５，０６９㎡です。転用目

的は、２，７９６㎡の豚舎２棟の建設で、事業規模は、非農地併用

で㎡です。事業費は、総額で６億９，５００万円、全額自己資金に

よる対応となります。農地区分は農用地区域内農地でありますので、

農地転用については原則不許可でありますが、申請者と三沢市との

協議により、三沢市農業振興地域整備計画において、１０月６日付

け公告をもって、用途区分が農地から農業用施設用地へと変更され

ており、それに伴いまして当該農地転用事業は不許可の例外に該当

することになります。場所は、三沢市役所から北へ約１０kmに位置

し、周辺は畑の他に、畜舎、山林、太陽光発電施設などが点在する

区域であります。申請者は、当該地の南側において、養豚業を営む

法人であり、既存施設の老朽化に伴い、建て替えが必要となり、隣

接する当該地を選定したものであります。周辺農地への被害の防除

対策として、発生する汚水・糞尿等については、隣接する自社農場

の浄化槽施設及びたい肥発酵施設等を利用して処理します。雨水に

ついては、排水溝及び集水桝を設置して処理します。現地確認につ

いては、月館委員・中村委員・葛巻推進委員同行のもと、９月２９

日に完了しております。以上のことから、土地利用計画からみた事

業規模の妥当性、周辺農地への影響の対策方法の妥当性、及び事業

実施の確実性・信用性から、許可相当と判断されます。以上でござ

います。 

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

事務局     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第４号は、委員会の意見

を付して、青森県知事に送付いたします。 

 

議 長     次に、議案第５号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可

に係る意見についてを議題とします。事務局より説明願います。 
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事務局     それでは２３ページをお開きください。 

 

議案第５号、農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係

る意見についてをご説明いたします。 

案件は 1件です。議案第５号資料①～③と合わせてご覧ください。 

番号１、譲受人は、上北郡東北町の団体役員兼農業の方です。譲渡

人は、三沢市岡三沢四丁目の農業の方です。対象となる土地は、岡

三沢八丁目の畑、１筆、７０８㎡、売買による所有権の移転となり

ます。転用目的は、駐車場用地２２０㎡、家庭菜園用地４８８㎡で

す。事業費は、土地購入費のみで７０万８千円、全額自己資金での

対応となります。農地区分は、第３種農地であります。三沢市役所

から北へ約１．３km、三沢空港から西へ約１．６kmに位置し、西側

は三沢基地の敷地に隣接しております。用途地域（第１種中高層住

居専用地域）が設定されている区域であり、周辺は住宅地となって

おります。申請人は、申請地と道路を挟んで東側に保育園を営んで

おり、園児の農作業体験をさせる場所として、申請地を選定したも

のであります。現状のまま利用するので、周辺の農地等に影響を及

ぼす恐れはありません。以上のことから、土地利用計画からみた事

業規模の妥当性、周辺農地への影響の対策方法の妥当性、及び事業

実施の確実性・信用性から、許可相当と判断されます。以上でござ

います。  

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

   

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号は、委員会の意見

を付して、青森県知事に送付いたします。 

 

議 長     次に、議案第６号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定

についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

事務局     それでは２４・２５ページをお開きください。 
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議案第６号、農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定につ

いてをご説明いたします。 

案件は１５件です。議案第６号資料（１）・（２）と合わせてご覧く

ださい。所在地、地目、面積、農振区分、所有者、及び利用状況調

査の結果につきましては、表に記載のとおりです。 

番号１は、上久保ニュータウンから三沢駅方面に抜ける市道沿いの

東側で、三沢公園の北側に位置する場所です。 

        番号２は、上久保ニュータウン内の一角にある場所です。 

        番号３は、日の出集会所の西側に位置する場所です。 

        番号４は、元六川目温泉の敷地の南側奥に位置する場所です。 

        番号５・６は、浜三沢屯所南側を通る水路沿いに位置する場所です。 

        番号７・８は、航空科学館の東側に位置する場所です。 

        番号９・１０は、市立病院の南側でおいらせ町との境に位置する場

所です。 

 番号１１は、北三沢土地改良区事務所の東側に位置する場所です。 

        番号１２は、谷地頭の山中地区に位置する場所です。 

        番号１３・１４は、道の駅みさわ斗南藩記念観光村に隣接する場所

です。 

        番号１５は、越下地区と谷地頭山中地区を結ぶ農道の中間あたりで、

東側へ数ｍ入った場所です。 

        当該地は何れも、森林又は原野の様相を呈しており、農地に復元す

るための物理的な条件整備が著しく困難であることから、農地法第

２条第１項に規定する農地及び採草放牧地に該当しない、つまり非

農地と判定するものであります。なお、現地確認につきましては、

各地域担当班による今年度の農地パトロールをもって完了といた

します。以上でございます。 

 

議 長     それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

事務局     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第６号は、原案のとおり 

決定し、所有者及び関係機関に対し通知いたします。 
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議 長     以上で、全議案の審議は終了となりますが、農地利用最適化推進委

員の皆様から、担当区域内における 農地等の利用の最適化の推進

について、何かご意見ございませんか。 

 

意 見 な し 

 

議 長     特にないようですので、これを持ちまして、三沢市農業委員会第７

６７回総会を閉会いたします。皆様のご協力、ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




